
都道府県労働局労働基準部

労災補償課長殿

事務違'絡

平成25年 5月 15日

厚生労働省労働基準局労災補償部

補償課i長補佐(医療福祉担当)

労災保険業務課長補佐(短期給付担当)

「平成24年度振動障害者社会復帰援護金等支給状況調べ」

「平成24年度社会復帰促進等事業処理状況調べ」及び

「平成2咋度機械処理決算(機械処理数値確定作業8についてJについて

標記については、振動障害社会復帰援護金等の支給状況及び社会復帰促進等

事業の処理状況を把握する必要があるので、J.lIJ添 1r平成24年度振動障害者社
会復帰援護金等支給状況調べ」及び別添2r平成24年度社会復帰促進等事業処
理状況調べ」に記入の上、平成25年5月24日(金)までに下記の提出先に提出

いただくようお願いします。

また、保険給付等の機械処理状況を把握する必要があるので、J.lIJ添3r平成
24年度機械処理決算(機械処理数値確定作業)についてJにより、機械処理の

数値確定作業を行っていただくようお願いします。

(提出先)

労働基準局労災補償部労災保険業務課短期給付斑統計調査係

E-MAIL 

(間合先)

別添1 (r平成24年度振動障害者社会復帰援護金等支給状況調べJ)

別添2 (r平成24年度社会復帰促進等事業処理状況調べJ)

労働基準局労災補償部補償課福祉係

03-5253-1111 (内) 5 566 

注)別添1の r8休業補償特別援護金Jについては、業務係((内) 5464) 
別添2については、企画調整係((内) 5465) 

J.lIJ添3 (r平成24年度機械処理決算(機械処理数値確定作業)についてJ)

労働基準局労災補償部労災保険業務課短期給付班統計調査係

03 -3 9 2 0 ~ 3 3 1 1 (内) 342 
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平成24年度振動障害者社会復帰援護金等支給状況調べ

堂盤亙

統計責任者氏名

1 労災はり・きゅう施術特別j援護措置(社会復帰促進等事業委託費)

支払件数(件) 実人員〔糊〕 ω l 金額(円)
〔)

2 労災療養援護金(労災援護給付金、介護料支給費)

支払件数(件) 実人員〔新規) (人) 金額(円)

入院援護費等

通 I即F企百 援 護 費

iうち月に7日を超える者
介護費用

|うち56.600円を超える者

計 。 。
3 振動障害者社会復帰援護金(労災援護給付金)

区 分 支払件数(件) 金額(円)

65歳未満

65歳以上

計 。 。
4 振動障害者雇用援護金

(1) .振動障害者職業転換援護金(労災援護給付金)

支払件数〔事業場数) (件) 対象労働者数(人:) 金額(円)

[. ) 



(2) 振動障害者訓練、講習等経費(労災援護給付金)

支払件数〔事業撒) (件) I 対象労働者数ω 金額(円)

〔 )1

(3) 振動障害者指導員経費(労災援護給付金)

支払件数〔事業場数) (件) 対象労働者数(人) 金額(円)

( ) 
5 援動障害者職業復j帝促進事業特別奨励金(労災援護給付金)

事業害体を構成する振動
計画書受理件数(件) 障者及び振動障害治 支払件数(件) 金額(円)

ゆ者の人数

3~5人

日-7人

B人以上

計 。 。
日 長期療養者職業復帰援護金(労災援護給付金)

区 分 支払件数(件) 対象労働者数(人) 金額(円)

就 労援護 金

訓練援護金

計 。 。 U 

7 頭頚部外傷症{戻群等に対する職能回復援護金(労災援護給付金)

支払件数(件) 金額(円)

8 休業補償特別援護金(労災援護給付金)

区 分 支払件数(件) 金額(円)

転 々 労 働 者

事業場の廃止又は事
業主の行方不明

計 。



平成24年度社会復帰促進等事業処理状況調べ
(平成24年4用~平成25年3月における処理状況〉

①申請件数 ②1か局以内の処理件霊長

強ll!就学握i亜買

治災就治保育援護買

煙車冒理手帳

アフヲーゲア

遇続置

義〈肢旅等費補申請装異は費書むIA費用請求は除<)

外(科臨後費処申置請は書むが、費用摘京は除<)

振動岬害者社主恒帰援護金

煽動障害者雇用援護金

振動障審者臓提111帰促進事車帽8U奨助童

長期畢箆晋閥革担.1帽盟JI壷

強ll!療置援事宣

体構冊慣晴別援護金

※，母国含」欄慮、入力不軍です.政舗が入っているので、①と②哩入力すれば自動的己散簡が出ます.

※2 右えの roo~自働局』部分10.局名を記入して〈ださ0\.

8tl添2

Q♀塑飽畳

③割合

#DIV/O! 

お口IV/口I

剖DIV/O!

#DIV/OI 

#DIV/I口l

#悶V/O!

#DIV/<α 

#DIV/O! 

#DIV/OI 

手手口VlO!

#DIV/OI 

おDlV/O!



直国

平成24年度機械処理決算(機械処理数値確定作業)について

今般、各局署分の給付種類別データリスト合計表(平成24年新4月~平成25年

JE.l4月分累計)を基に作成した「差額調整周一覧表J (エクセルファイ/レ)を別添の

とおり送付しましたので下記により作業を行っていただき、作成後の「差額調整用一

覧表」を電子メールにて、また、作成後の給付支払調査票を別途郵送にて、平成25

年5月24日(金)までに労災保険業務課短期給付斑統計調査係(以下「当係』という。)

あて送付いただくようお願いします。

記

1 -f差額調整用一覧表Jの作成について

添付した「差額調整周一覧表Jは、次に記載した注意事項に留意の上、作成し、電

子メーノレにて あて送信してください。

If差額調整周一覧表Iの作成に当たっての注賛事項について1

(1) r差額調整周一覧表Jは、会計帳簿と給付種類別データリスト合計表を突合する

ように配置しています。

ア 『保険給付』については、 「③会計帳簿J楠に本省労災管理課決算係報告済分の

支出済額報告書の金額を記入してください。 r差額調整用一覧表J (エクセルファ

イル)には数式が入っているため、送付時のものには「⑤差額修正報告(③一@)J

欄にマイナスの金額が表示されていますが、 「③会計帳簿J欄に金額を記入するこ

とにより f⑤差額修正報告(③ー④)J欄の金額が自動的に変動されます。変動後

の「⑤差額修正報告(③ー@)J欄が r0 Jと表示されれば、差額が無いことにな
り、今まで処理が正しく行われていたことになります。

ただし、変動後の「⑤差額修正報告(③ー④)J欄に rOJ以外の数値が表示さ

れた場合には、 「備考J欄に差額発生原因及び数値等を記入してください。

イ 『特別支給金』については、 「①会計帳簿(労災援護給付金)J欄に本省労災管

理課決算係報告済分の支出済額報告書の金額を記入!じ、 「②援護金Jに金額を記入

してください。 r差額調整用一覧表J (エクセルファイノレ)には数式が入っている

ため、送付時のものには「⑤差額修正報告(③ @)J欄はマイナスの金額が表示

されていますが、 「①会計帳簿(労災援護給付金)J欄及び「②援護金J欄に金額



を記入することにより「⑤差額修正報告(③ー@))J欄の金額が自動的に変動され

ます。変動後の「⑤羨額修正報告(③ー④)J欄が rOJと表示されれば、差額が

無いことになり、今まで処理が正しく行われていたごとになります。

ただし、変動後の「⑤差額修正報告(③ー@))J欄に rOJ以外の数値が表示さ

れた場合には、 J備考」欄に差額発生原因及び数値等を記入してください。 J

なお、 「②援護金j欄に記入したものについては、 「備考」欄に援護金の種類と

金額の内訳を必ず記入してください。

(2)差額の原因等について、 「備考」欄に記載のほか、内容の説明が必要な場合には

別途参考資料を「給付支払調査票J送付時に添付してください。

2 差額が発生した場合の給付支払調査漂の処理について

作成した「差額調整用一覧表」に差額が発生している場合、差額の原因等を確認し、

次に記載した注意事項に留意の上、 「給付支払調査票(帳票種別36102)1 (以

下「帳票」という。)を作成し、帳漂の原本を局で取りまとめの上、当係あて送付願

いまオ(機械入力は当係で行います。)。

送付先:干 177ー 0044 東京都練馬区上石神井4-8-4

労災保険業務課短期給付班統計調査線.あて

[帳票作成に当たっての注意事項1

(1) r給付支払調査察Jについては、旧システムにて使用じていた専用糠票ではスカ

できないため、必ず職員ポータルからダウンbードを行つ・た上、ご記入ください。

~掲載場所~

職員ポータノレの「業務メニューj→「共通2J→「フォルダJ→「共有フォル

ダJ→「次期労災ダウンロード帳票J

なお、ダワンロードの実施に当たっては、平成21年2月27日付け事務連絡「次

期労働基準行政情報システム及び次期労災行政情報管理システムの端末装置で使

用する消耗品について」において提示している仕様の用紙に印刷してください。

(2) r労災保険業務機械処理事務手引(給付統許データ関係)平成23年Jを参照し、

記入漏れの無いようにして下さい。

( 3) r労働保険番号」等の給付キーは正確に記入して下さい。

(療養補償給付等については、短期給付、長期給付の区分に注意して下さい。)

(4 )帳票は黒パンで記入して下さい。

(5 )送付された懐柔にて機械入力を行うため、当係へは必ず原本を送付願います。

( 6) r@予算コード』の記入[;1:不要です。

(7)支払(回収)データ等1件につき帳票l枚の作成が必要になります。

;注意:I司一被災者への支払が複数ある場合は、複数枚の恨票を作成します。

保険給付と特別支給金が同時に支払われている場合は1枚の帳票で作成します

が、別々の支払となっている場合は各々 (2枚)作成することになります。



3 その他注意事項

(1)作成した「差額調書室用一覧表J及び作成した帳票は送付期限にとらわれず速やか

に送付願います。

(2)送付された「差額調整周一覧表」及び帳票について、必要に応じて内容の確認の

ため連絡させていただく場合がありますが、連絡は局担当者あてにさせていただき

ますので、署払分の内容についても十分に把握願います。

(3)差額解消が不要な案件

i 外国送金分については、会計帳簿上は局払(支出官払)であっても、機械処理

(決算処理)上は、署払(資金前渡官吏払)として処理されます。(参考例参照〉。

註 「差額調整用一覧表Jの『特別支給金』の「①会計帳簿(労災援護給付金)J 

の金額には、援護金も含まれていますが、援護金lま機械処理決算の対象としませ

企(参考例参照)0 (①「会計帳簿(労災援護給付金)Jー r@援護金J= r③ 

差額(①ー②)J、「③差額(①ー②)Jー「④給付種類別データリスト合計表J

=0 r⑤差額修正報告(③ー③)Jとなれば良い)。

よって、援護金に係る帳票の作成は必要ありません。

溢 労災就学等援護費は、支出済額報告書の労災援護給付金には含まれません。

(4)差額解消に当たり科目変更等が必要となった場合は、速やかに労災管理課決算係

へ連絡のうえ、指示に基づき事務処理を行ってください。また、その結果を当係ま

・で速やかに連絡康います。



参考 1

(例)保険給付

③会計帳簿 @給付種類別データ ⑤差額修正報告 備 考

リスト合計表 (③ー④)

局払 100 90 10 B署外国送金分

A 箸 10 1 0 

B 署 90 100 610 外国送金

局署計 200 200 O 

(注)外国送金支払の場合は、⑤差額が、局署計として士Oとなっていれば帳票の作成

は不要。

(例)特別支給金

①会計帳 ②援護金 ③差額 ④給付種 ⑤差額修正報 備 考

簿{帯出撞 (①ー②) 類別データ 告(③ー@)

護給付金] 日スト合計

局払 500 50 450 。 450 振動障害者社会復帰援護金50

B器外国送金分450

A署 200 100 100 100 O体業補償特別援捜金100

B署 600 O 600 105 0 ム450外国送金分450

局署言十 1300 150 1 1 50 1 150 O 

(注1)②援護金について、機械入力は不要ですロ

(注2)⑤差額が、局署計として土Oとなっていれば糠票の作成は不要。

参考 2

科 目 内 廿rチー- 機械処理の必要性

(目)保険給付費 保険給付費 O 

(目)労災援護給付金 特別支給金 O 

各種媛護金

(伊D振動障害者社会復帰霊童全
休業補償特別盤重金 × 

長期家族介護者選護金

等

(回)労災就学等援護費 労災就学等援護費 × 

(注)x印については、帳票の入力が不要であるため、既に入力してしまった分につい

てI土、差額となりますので差額解消の必要があります。


